
海田町木造住宅耐震化促進支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，町内の住宅の耐震化の促進を図り，地震による倒壊等の被害から町

民の生命，身体及び財産を保護し，災害に強い都市構造を形成することに寄与するため，

住宅の耐震化を行う者に対し，海田町木造住宅耐震化促進支援事業補助金（以下「補助

金」という。）を予算の範囲内で交付することについて，海田町補助金等交付規則（平

成７年海田町規則第１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 補助対象住宅 次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。 

ア 町内に存する木造在来軸組構法又は伝統的構法の住宅であること。 

イ 昭和５６年５月３１日以前に建築に着手した一戸建ての住宅又は併用住宅（延べ

面積の２分の１以上を住宅の用に供するものに限る。）であること。 

ウ 地階を除く階数が２以下であること。 

エ 現に居住の用に供する住宅であること。  

オ 売却を目的とするものでないこと。 

⑵ 建築士 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第１項に規定する建築士を

いう。 

⑶ 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成

１８年国土交通省告示第１８４号）に基づき国土交通大臣が認定した「木造住宅の耐

震診断と補強方法（一般財団法人日本建築防災協会発行）」に定める「一般診断法」

又は「精密診断法」（時刻暦応答計算による方法を除く。）に基づいて，建築士が対

象補助住宅の地震に対する安全性（以下「耐震性」という。）を評価することをいう。 

⑷ 簡易耐震診断 国土交通省住宅局監修，一般財団法人日本建築防災協会編集のリー

フレット「誰でもできるわが家の耐震診断」の耐震診断問診表に基づいて，補助対象

住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。 

⑸ 耐震改修計画判定書 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則（平成２６年

広島県規則第４８号）第３条第１号に規定する耐震改修計画判定書をいう。 



⑹ 耐震改修計画 耐震診断の結果に基づき，上部構造評点（補助対象住宅の各階の張

り間方向及びけた行方向について，当該住宅が地震により倒壊しないために必要とす

る耐力に対する当該住宅が保有する耐力の割合を表す値のうち最小値をいう。以下同

じ。）が１．０未満の補助対象住宅を，０．３以上向上し，かつ，１．０以上にする

ために必要な補強計画で，建築士が作成するものをいい，次のいずれかに該当するも

のをいう。 

ア その計画の作成に当たって一般財団法人日本建築防災協会の木造住宅耐震診断プ

ログラム評価制度の評価を取得した木造住宅の耐震診断プログラム（以下「認定プ

ログラム」という。）を利用して行うもの 

イ 耐震改修計画判定書の交付を受けた補強計画に基づき行うもの 

⑺ 耐震改修工事 耐震改修計画に基づいて行う工事で，建築士が工事監理するものを

いう。 

⑻ 耐震改修設計 耐震改修計画を作成し，耐震改修工事を行うために必要な補強計画

図，見積書等の図書を作成することをいう。 

⑼ 一般耐震改修工事 耐震改修工事を１回で行う工事をいう。 

⑽ 段階的耐震改修工事 耐震改修工事を２回に分けて行う工事をいう。 

⑾ 一段目耐震改修工事 段階的耐震改修工事のうち１回目に実施するもので，木造住

宅の上部構造評点のうち最も低いものを０．７以上にする工事をいう。 

⑿ 二段目耐震改修工事 一段目耐震改修工事を実施した後に実施する耐震改修工事を

いう。 

⒀ 耐震シェルター 地震発生時における木造住宅の倒壊から自らの命を守るための装

置で，公的機関により耐震実験を行い安全性の評価を受けた耐震シェルターとして東

京都が発行する「安価で信頼できる木造住宅の「耐震改修工法・装置」の事例紹介」

の装置部門で部屋の一部を安全にするシェルターとして選定されているものその他町

長が認めるものをいう。 

⒁ 耐震シェルター設置工事 上部構造評点が１．０に満たない補助対象住宅の１階の

避難に支障のない外部に面した寝室等に耐震シェルターを設置する工事をいう。 

⒂ 耐震改修工事等 一般耐震改修工事，段階的耐震改修工事及び耐震シェルター設置

工事をいう。 

⒃ 除却工事 耐震診断の結果の上部構造評点が１．０未満又は簡易耐震診断による評



点の合計が７以下の補助対象住宅を取り壊すことをいう。 

⒄ 現地建替え工事 除却工事後，同一の敷地に，新たに住宅を建築することをいう。 

⒅ 非現地建替え工事 除却工事に併せて，別の敷地に，新たに住宅を建築することを

いう。 

⒆ 居住誘導区域 海田町立地適正化計画において，都市の居住者の居住を誘導すべき

区域として指定した区域をいう。 

 （補助対象者等） 

第３条 補助金の交付対象者となる者（以下「補助対象者」という。）は，町税等（住民

税，固定資産税，軽自動車税，国民健康保険税，後期高齢者医療保険料及び介護保険料

をいい，その延滞金を含む。）の滞納がない者であって，補助対象住宅の所有者又は居

住者とする。 

２ 補助金の交付を申請する者が補助対象住宅の所有者でない場合，申請者は，所有者の

同意を得て耐震改修工事その他この要綱に定める手続を行うものとする。 

３ この要綱による補助金の交付は，一の補助対象住宅につき１回限りとする。ただし，

二段目耐震改修工事については，この限りでない。 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は，補助対象者が補助対象住宅について行う耐震改修工事等，現地

建替え工事，非現地建替え工事及び除却工事のうち，国土交通省社会資本整備総合交付

金交付要綱（平成２２年国官会第２３１７号）に適合して行われる工事（以下「補助対

象工事」という。）とする。 

 （補助金の交付の条件） 

第５条 町長は，補助金の交付に当たり，規則第５条第３項の規定に基づき，次の条件を

付するものとする。 

 ⑴ 補助対象事業が除却工事の場合，除却する住宅の居住者が次に居住する住宅は，町

内に存在するものであって，かつ，地震に対して安全な構造のものであること。 

 ⑵ 補助対象住宅が建つ敷地の道路に面するブロック塀に倒壊の危険性が認められる場

合，補助対象事業の実施に併せて，その状況を改善すること。 

 ⑶ 補助対象事業が現地建替え工事の場合，補助対象住宅が居住誘導区域内に建つもの

であること。 

 ⑷ 補助対象事業が非現地建替え工事の場合，別の敷地に新たに建築する住宅が居住誘



導区域内に建つものであること。 

 （補助金額等） 

第６条 補助金の額及び補助対象費用は，別表第１に定めるとおりとする。 

２ 前項の補助対象費用に消費税及び地方消費税に係る仕入控除額（補助対象費用に含ま

れる消費税及び地方消費税相当額のうち，消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規

定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額及び当該額に地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合

計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）が含ま

れる場合，当該額は補助対象費用に含まないものとする。ただし，申請時において消費

税等仕入控除税額が明らかでない場合は，この限りでない。 

（他の補助金との関係） 

第７条 補助対象事業について，他の国の補助金等（補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第２条第１項に規定する補助金等をいい，

同条第４項に規定する間接補助金等を含む。以下「他の補助事業」という。）の交付を

受ける場合は，この要綱に基づく補助の対象とはならない。ただし，補助対象となる部

分が明確に区分できる場合で，他の補助事業の対象部分を除く部分についてはこの限り

でない。 

２ 前項の規定にかかわらず，請負工事契約が同一である事業において，国，地方公共団

体その他これらに準ずると町長が認める公的機関から他の制度による補助金等の交付を

受ける場合は，この要綱に基づく補助の対象とはならない。 

（交付の申請） 

第８条 申請者は，補助対象事業の着手前に，海田町木造住宅耐震化促進支援事業補助金

交付申請書（別記様式第１号）に別表第２に掲げる書類を添付して，町長に提出しなけ

ればならない。 

２ 町長は，前項の書類のほか，必要と認める書類の提出を求めることができる。 

３ 申請者は，個人情報の目的外利用により必要な情報を直接収集されることに同意する

場合は，第１項に掲げる書類の一部を省略することができる。 

（交付等の決定及び通知） 

第９条 町長は，前条第１項の規定による交付の申請があったときは，速やかにその内容

を審査し，補助金の交付の可否及び補助金の額を決定するものとする。 



２ 町長は，前項の規定により補助金の交付を決定したときは，海田町木造住宅耐震化促

進支援事業補助金交付決定通知書（別記様式第５号）により，不交付を決定したときは，

海田町木造住宅耐震化促進支援事業補助金不交付決定通知書（別記様式第６号）により，

申請者に通知するものとする。 

３ 前項の規定による補助金の交付の決定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は，当該交付決定の日以後に補助対象事業に着手するものとする。 

（変更等の申請） 

第１０条 補助事業者は，前条第２項の規定による補助金の交付の決定後に，当該交付決

定に係る申請の内容を変更しようとするときは，速やかに海田町木造住宅耐震化促進支

援事業補助金変更申請書（別記様式第７号）に，変更の内容が確認できる書類を添付し

て，町長に提出しなければならない。 

２ 町長は，前項の規定による申請があった場合は，その内容を審査し，補助金の交付の

変更を決定したときは，海田町木造住宅耐震化促進支援事業補助金変更決定通知書（別

記様式第８号）により，補助事業者に通知するものとする。 

３ 補助事業者は，前条第２項の規定による補助金の交付の決定後に，補助対象事業を取

り止めるときは，速やかに海田町住宅耐震化促進支援事業補助金取止届出書（別記様式

第９号）により，町長に届け出なければならない。 

４ 前項の規定による届け出があったときは，当該届け出に係る補助金の交付の決定は，

その効力を失う。 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は，補助対象事業を完了したときは，海田町木造住宅耐震化促進支

援事業実績報告書（別記様式第１０号）に次に掲げる書類を添付して，町長に提出しな

ければならない。 

⑴ 着手前，工事中及び完了時の状況の分かる写真 

⑵ 契約書及び領収書の写し 

⑶ 検査済証の写し（補助対象事業が現地建替え工事又は非現地建替え工事の場合） 

⑷ 工事監理報告書（別記様式第１１号） 

⑸ 前４号に掲げるもののほか，町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による報告書は，補助対象事業の完了の日から起算して４０日を経過した

日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の２月末日のいずれか早い日までに



提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１２条 町長は，前条第１項の規定による報告書の提出があった場合は，その内容を審

査し，交付する補助金の額を確定したときは，海田町木造住宅耐震化促進支援事業補助

金額確定通知書（別記様式第１２号）により，補助事業者に通知するものとする。 

（交付の請求） 

第１３条 補助事業者は，前条の規定による通知を受けたときは，海田町木造住宅耐震化

促進支援事業補助金交付請求書（別記様式第１３号）により，町長に補助金の交付の請

求をするものとする。 

（交付の決定の取消し） 

第１４条 町長は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは，補助金の交付の

決定の一部又は全部を取り消すことができる。 

⑴ この要綱，規則及び補助金交付決定通知に付した条件に違反したとき。 

⑵ この要綱により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。 

⑶ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか，町長が補助金を交付することが不適当であると認めた

とき。 

２ 前項の規定は，第９条の規定による補助金の額の確定後においても適用する。 

３ 町長は，第１項の規定により補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消したときは，

海田町木造住宅耐震化促進支援事業補助金交付決定（一部・全部）取消通知書（別記様

式第１４号）により，補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１５条 町長は，前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合であって，既

に補助金の交付がされているときは，海田町木造住宅耐震化促進支援事業補助金返還命

令書（別記様式第１５号）により，補助事業者に補助金の一部又は全部の返還を命ずる

ものとする。 

（帳簿等の整理） 

第１６条 補助事業者は，補助対象事業に係る証ひょう類の整理及び経理を明らかにする

帳簿の作成を行い，当該補助対象事業の完了後５年間保存しなければならない。 

（暴力団の排除） 



第１７条 町長は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは，この要綱に定め

る他の規定にかかわらず，補助金を交付しないものとする。 

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号に規定する暴力

団員（以下「暴力団員」という。） 

⑵ 広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第１９条第３項の規定に

よる公表が現に行われている者 

⑶ 暴力団又は暴力団員との密接な関係を有する者 

２ 町長は，補助金の交付の決定後に，補助事業者が前項各号のいずれかに該当すると認

めたときは，この要綱に定める他の規定にかかわらず，補助金の交付の決定の一部又は

全部を取り消すことができる。 

（指導及び助言） 

第１８条 町長は，補助事業者及び建築士に対して，住宅の耐震性の向上が図られるよう，

必要な指導及び助言をすることができる。 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の施行に関し必要な事項は，町長が別

に定める。 

附 則 

この要綱は，令和４年４月２８日から施行する。 

  附 則 

この要綱は，令和５年４月２８日から施行する。 

 



別表第１（第４条関係） 

補助対象事業 補助対象費用 補助金の額 

一般耐震改修

工事 

補助対象住宅の耐

震改修工事に要す

る費用（耐震改修

設計・工事監理費

を含む。） 

補助対象費用のうち，耐震改修設計・工事監理費

を除いた額の４／５（１住戸当たり，居住誘導区

域内に建つ住宅に係る工事の場合１００万円を，

居住誘導区域外に建つ住宅に係る工事の場合６０

万円を，それぞれ限度とする。） 

段階的耐震改

修工事 

一段目耐震改修工

事：補助対象費用

のうち，耐震改修

設計・工事監理費

を除いた額の４／

５（ １住 戸当 た

り，居住誘導区域

内に建つ住宅に係

る工事の場合６０

万円を，居住誘導

区域外に建つ住宅

に係る工事の場合

４０万円を，それ

ぞ れ 限 度 と す

る。） 

二段目耐震改修工事：補助対

象費用のうち，耐震改修設

計・工事監理費を除いた額の

４／５（１住戸当たり，居住

誘導区域内に建つ住宅に係る

工事の場合１００万円から，

居住誘導区域外に建つ住宅に

係る工事の場合６０万円か

ら，それぞれ一段目耐震改修

工事について既に交付を受け

た補助金の額を控除した額を

限度とする。） 

現地建替え工

事 

補助対象住宅の現

地建替え工事に要

する費用（設計・

工事監理費を含

む。） 

補助対象費用のうち，設計・工事監理費を除いた

額の４／５（１住戸当たり１００万円を限度とす

る。） 

非現地建替え

工事 

補助対象住宅の除

却工事に要する費

用 

補助対象費用の２３／１００（１住戸当たり８３

万８千円を限度とする。） 

除却工事 

耐震シェルタ

ー設置工事 

耐震シェルター設

置工事に要する費

用 

補助対象費用の２３／１００（１住戸当たり８３

万８千円を限度とする。） 

備考 補助金額に１，０００円未満の端数があるときは，当該端数を切り捨てた額を補助

金額とする。 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第６条関係） 

提出書類 
耐震改修 

工事等 

現地建替え

工事 

非現地建替

え工事 
除却工事 

所有者及び建築時期が確認できる

書類 
○ ○ ○ ○ 

工事見積書又はその写し ○ ○ ○ ○ 

町税等納付証明書又は個人情報目

的外利用同意書（別記様式第２

号） 

○ ○ ○ ○ 

現に居住の用に供していることが

確認できる書類又は個人情報目的

外利用同意書（別記様式第２号） 

○ ○ ○ ○ 

現況の写真 ○ ○ ○ ○ 

工事計画書（付近見取図及び配置

図を含む。） 
○ ○ ○ ○ 

耐震診断結果報告書の写し（現地

建替え工事，非現地建替え工事及

び除却工事の場合，簡易耐震診断

結果の写しとすることができ

る。） 

○ ○ ○ ○ 

耐震改修計画書（別記様式第３

号） 
○    

新たに建築する住宅の設計図書  ○ ○  

所有者同意書（別記様式第４号。

申請者が所有者でない場合） 
○ ○ ○ ○ 

誓約書（県様式） ○ ○ ○ ○ 

アンケート（県様式） ○ ○ ○ ○ 

 

 


